
寒 川 町 事 務 分 掌 等 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(課 等 及 び 担 当 の 設 置 ) (課 等 及 び 担 当 の 設 置 ) 

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る 部 に 次 の 課 等 及 び 担 当 を 置 く 。  

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る 部 に 次 の 課 等 及 び 担 当 を 置 く 。  

 (略 ) (略 ) 

福 祉 部  福 祉 部  

 福 祉 課  総 務 担 当  障 が い 福 祉 担 当  

臨 時 福 祉 給 付 金 担 当  

  福 祉 課  総 務 担 当  障 が い 福 祉 担 当  

          

 (略 )  (略 ) 

(略 ) (略 ) 

(課 等 の 事 務 分 掌 ) (課 等 の 事 務 分 掌 ) 

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 の と お り と す る 。  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は 、 次 の と お り と す る 。  

企 画 部  企 画 部  

企 画 政 策 課  企 画 政 策 課  

秘 書 担 当  秘 書 担 当  

(略 ) (略 ) 

企 画 行 革 担 当  企 画 行 革 担 当  

(1)～ (8) (略 ) (1)～ (8) (略 ) 

(9) 政 策 会 議 に 関 す る こ と 。  (9) 全 庁 会 議 に 関 す る こ と 。  

(10)  部 長 会 議    に 関 す る こ

と 。  

(10)  関 係 課 調 整 会 議 に 関 す る こ

と 。  

(11)  行 政 改 革     に 関 す る

こ と 。  

(11)  行 政 サ ー ビ ス 改 革 に 関 す る

こ と 。  

(12)～ (15) (略 ) (12)～ (15) (略 ) 

財 政 課  財 政 課  

(略 ) (略 ) 

広 報 戦 略 課  広 報 戦 略 課  

(略 ) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

福 祉 部  福 祉 部  

福 祉 課  福 祉 課  

総 務 担 当  総 務 担 当  

(1)～ (10) (略 ) (1)～ (10) (略 ) 

(11) 虚 弱 者 支 援 に 関 す る こ と 。  (削 る ) 

(12)～ (18) (略 ) (11)～ (17) (略 ) 

障 が い 福 祉 担 当  障 が い 福 祉 担 当  

(略 ) (略 ) 

臨 時 福 祉 給 付 金 担 当  (削 る ) 

臨 時 福 祉 給 付 金 に 関 す る こ と 。   



高 齢 介 護 課  高 齢 介 護 課  

高 齢 福 祉 担 当  高 齢 福 祉 担 当  

(略 ) (略 ) 

介 護 保 険 担 当  介 護 保 険 担 当  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

(加 え る ) (7) 指 定 居 宅 介 護 支 援 サ ー ビ ス 事

業 等 の 指 定 等 に 関 す る こ と 。  

(7)～ (11) (略 ) (8)～ (12) (略 ) 

(加 え る ) (13) 介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合

事 業 者 の 指 定 等 に 関 す る こ と 。  

(加 え る ) (14) 在 宅 医 療・介 護 連 携 推 進 事 業

に 関 す る こ と 。  

(加 え る ) (15)  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 関

す る こ と 。  

(12) (略 ) (16) (略 )  

保 険 年 金 課  保 険 年 金 課  

(略 ) (略 ) 

健 康 子 ど も 部  健 康 子 ど も 部  

子 育 て 支 援 課  子 育 て 支 援 課  

(略 ) (略 ) 

保 育 ・ 青 少 年 課  保 育 ・ 青 少 年 課  

保 育 担 当  保 育 担 当  

(1) 認 定 こ ど も 園       、

幼 稚 園 及 び 保 育 園     に 関

す る こ と 。  

(1) 認 可 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 、

幼 稚 園 及 び 地 域 型 保 育 事 業 に 関

す る こ と 。  

(2)  認 可 保 育 所 の 入 所 並 び に 保 育

料 の 賦 課 及 び 徴 収 (収 納 対 策 課 に

移 管 し た も の を 除 く 。 )に 関 す る

こ と 。  

(削 る ) 

(加 え る ) (2)  地 域 型 保 育 事 業 の 認 可 に 関 す

る こ と 。  

(加 え る ) (3) 認 可 保 育 所 、認 定 こ ど も 園 (保

育 所 部 分 に 限 る 。 )及 び 地 域 型 保

育 事 業 の 入 所 に 関 す る こ と 。  

  

(加 え る ) (4) 認 可 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 、

幼 稚 園 及 び 地 域 型 保 育 事 業 の 保

育 料 の 賦 課 に 関 す る こ と 。  

(加 え る ) (5)  認 可 保 育 所 の 保 育 料 の 徴 収

(収 納 課 に 移 管 し た も の を 除 く 。)

に 関 す る こ と 。  

(3)・ (4) (略 )  (6)・ (7) (略 ) 

青 少 年 育 成 担 当  青 少 年 育 成 担 当  



(略 ) (略 ) 

健 康 ・ ス ポ ー ツ 課  健 康 ・ ス ポ ー ツ 課  

(略 ) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

都 市 建 設 部  都 市 建 設 部  

道 路 課  道 路 課  

管 理 担 当  管 理 担 当  

(1)～ (5) (略 ) (1)～ (5) (略 ) 

(加 え る ) (6) 開 発 行 為 に 係 る 調 整 に 関 す る

こ と 。  

(6)～ (15) (略 ) (7)～ (16) (略 ) 

整 備 担 当  整 備 担 当  

(略 ) (略 ) 

下 水 道 課  下 水 道 課  

管 理 担 当  管 理 担 当  

(1)～ (15) (略 ) (1)～ (15) (略 ) 

(16) 雨 水 幹 線 等 の 維 持 管 理 、水 門

操 作 等 に 関 す る こ と 。  

(削 る ) 

(17)～ (20) (略 ) (16)～ (19) (略 )  

整 備 担 当  整 備 担 当  

(略 ) (略 ) 

都 市 計 画 課  都 市 計 画 課  

都 市 計 画 ・ 開 発 指 導 担 当  都 市 計 画 ・ 開 発 指 導 担 当  

(1)～ (13) (略 ) (1)～ (13) (略 ) 

(14)  駐 車 場 対 策 (協 働 文 化 推 進 課

の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 )に

関 す る こ と 。  

(14)  駐 車 場 対 策 ( 町 民 安 全 課   

の 主 管 に 属 す る も の を 除 く 。 )に

関 す る こ と 。  

(15)～ (19) (略 ) (15)～ (19) (略 ) 

み ど り ・ 国 県 担 当  み ど り ・ 国 県 担 当  

(略 ) (略 ) 

拠 点 づ く り 部  拠 点 づ く り 部  

倉 見 拠 点 づ く り 課  倉 見 拠 点 づ く り 課  

(略 ) (略 ) 

田 端 拠 点 づ く り 課  田 端 拠 点 づ く り 課  

(略 ) (略 ) 

寒 川 駅 周 辺 整 備 事 務 所  寒 川 駅 周 辺 整 備 事 務 所  

整 備 担 当  整 備 担 当  

(1) 寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整 理

事 業 の 事 業 計 画 の 決 定 及 び 変 更

に 関 す る こ と 。  

(削 る ) 

(2) (略 ) (1) (略 ) 

(3) 寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整 理

事 業 に 係 る 換 地 計 画 の 決 定 及 び

(削 る ) 



換 地 処 分 に 関 す る こ と 。  

(4) 寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整 理

事 業 に 係 る 工 事 及 び 損 失 補 償 に

関 す る こ と 。  

(削 る ) 

(5)・ (6) (略 ) (2)・ (3) (略 ) 

(7) 寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整 理

事 業 施 行 区 域 内 に お け る 土 地 区

画 整 理 法 (昭 和 29年 法 律 第 119号 )

第 76条 の 許 可 に 関 す る こ と 。  

(削 る ) 

(8)～ (10) (略 )  (4)～ (6) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

 こ の 規 則 は 、平 成 30年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 

 


